






農業委員会では 5 月から 7 月にかけて、農地法

に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員が、

タブレット端末を利用して市内農地の利用状況調

査を実施しました。

調査の結果、遊休農地と判定された農地の所有

者には、「利用意向調査書」を送付しますので、調

査書が届いた場合は、添付の資料をご確認の上、回答にご協力をお願いします。

５～ 10 年後に農地を誰に担ってもらうかお決まりですか？

など、農地をお持ちの皆さまに将来の農地の利用方法についてのアン

ケートをお送りしました。円滑な地域計画策定のため、アンケート調査

へのご理解・ご協力をお願いします。

※アンケートは、農業振興地域内の農用地区域の農地所有者にのみ、お

送りしています。

農業委員会 告報動活

農地をお持ちの皆さまへ

農地の利用状況調査

●�日頃から、除草・耕うん・作付けなど、農地を適正に維持管理していくことが大切です。

●�雑草等が繁茂している農地があると、病害虫等の温床となり、近隣住民や農地の作物にも被害を及ぼす

ことが考えられます。

●�耕作するのが難しい方や後継者がいなく将来の農地の維持管理に不安のある方は、地域の農業委員や農

地利用最適化推進委員にご相談ください。また、農地中間管理事業を活用する方法をご検討ください。

農地の所有者の皆さまへ !!

�h�ß&î(*�é�T�<�Ç�ß�¿�á�¿�å�¿�•

�h5�1��Ô��
M�o�Û�•

�h1��þ�
.•�Æ�æ/‰�Ò�Ú�¿�•

�h1��þ�
�k���á�”&»�!-Ù�¨�
���"�Ò�Ú�¿�•

�ð �ù �d アンケートについて　農業振興課　  829 -1805　  829 -1966
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担い手への農地利用の集積・集約化について1

（１）地域農業の実情を考慮して、効率的な農業経営が営めるよう、基盤整備による農地の大区画化や道

路・用排水路等の農業環境の整備を進めること。

（２）担い手の発掘・確保について、ＪＡと連携を図るとともに、農業経営の支援として、農業用機械及

び農業用施設の購入経費を補助する認定農業者支援対策事業を拡充すること。

（３）農業法人に対して、税制面での優遇措置及び更なる助成金の拡充等を国に強く働きかけること。

（４）目標地図の素案を作成するにあたり、地域農業の現状把握が重要となるが、地域によって実情は様々

であることから、他市の例を踏まえ、参考となる意見を提示すること。

遊休農地の発生防止・解消について2

（１）遊休農地解消を支援するため、農地への回復に係る費用負担に対する補助制度や多面的機能支払交

付金制度の拡充などを検討すること。

（２）高齢化により農業を継続できなくなった農家や農地を相続した土地持ち非農家のサポート体制を強

化するため、ＪＡと連携し相談窓口の設置や個別相談会を開催すること。

（３）遊休化した農地や借り手の決まっていない農地について、利用意向調査の結果、農地中間管理機構

への貸し付けを希望した農地について中間管理権の設定が行われるよう関係機関へ働きかけること。

農業委員会は、農地等の利用の

最適化の推進をより効率的に実施

するため、令和５年 9 月 22 日、

清水勇人市長に「農地等利用最適

化推進施策に関する意見」を提出

しました。

令和６年度 市に対する
「農地等利用最適化推進施策に関する意見」

の提出

市長への意見提出の様子

（左から、会田農地利用最適化推進委員連絡会議幹事、

浅子会長職務代理者、西形会長、清水市長、

西澤会長職務代理者、本田会長職務代理者）
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新規参入の促進について3

（１）新規就農者に必要な農業用機械・施設・作業場などの調達を支援するため、共同利用、リース、譲

渡がしやすい仕組みを構築するとともに、調達の費用負担に係る補助制度を強化すること。また、就

農地がスムーズに見つかるよう、さいたま市農地マッチング制度をより一層ＰＲすること。

（２）新規就農を希望する人に対し、自立可能なモデルケースの提示及び相談窓口の設置や支援・補助制

度の積極的なＰＲを行うこと。併せて、ワンストップ就農相談窓口を知らない方が多いため、多くの

相談希望者が集まるよう、更なる周知を図ること。また、学校等の教育現場で農業体験を交えて、農

業の大切さを広く周知して将来の担い手の育成を図ること。

（３）農業後継者や新規就農者が安定した農業経営を図れるよう、市やＪＡが連携して経営を含む実践的

な技術指導や研修制度並びに販路の確保を支援すること。また、新規就農者の育成に貢献している研

修先の指導農家には特に手厚い支援策を講じること。

見沼田圃に係る要望4

（１）見沼田圃は、台風等の降雨時に市街地への冠水を防止するため、遊水機能を有しているが、その大

半は個人所有の財産であることから、遊水機能を個人の財産に依存するのではなく、河川改修や調節

池を早期に整備すること。

（２）公有地として埼玉県が買取を行うには一定の条件が必要となるが、近年での買取実績はほとんど無

く、公有地化が進んでいない状況であることから、荒廃農地化の抑制や個人の財産に依存しない遊水

機能を確保するための取組として、公有地化を積極的に推進すること。

（３）見沼田圃は全体で約 1,260 ヘクタールの大規模な緑地等の空間で、貴重な緑地空間として保全すべ

きものであるが、道路を隔てて市街化区域となる縁辺部においては、宅地化が進み、遊水機能を有し

ていない地域もあり、合理的な土地活用が必要なことから、緑地等を保全すべき場所と宅地化して遊

水機能を有していない地域を改めて見直し、見沼田圃区域の再編成について県と協議すること。

（４） 「見沼田圃の土地利用の基準の取扱い要綱」では、「農地」、「公園」、「緑地」等の土地利用に制限があり、

農家の高齢化や後継者不足とともに、近隣の市街化を踏まえ、土地利用の見直しを望む土地所有者が

増加していることから、縁辺部に存する第 2種農地及び第 3種農地のうち、遊水機能を有していない

と認識できる農地は例外的に農地転用を認めることについて県に働きかけること。

その他について5

（１）農業者の所得及び生産意欲向上のため、農業交流施設などに直売所を設置し、地産地消を推進する

こと。

（２）地域の米や野菜を学校給食に積極的に取り入れ、消費拡大を図ること。

（３）国際情勢の変化により農業用資材、肥料、燃料等の価格が高騰しているため、農産品の生産コスト

を減らす補助制度を継続、強化すること。
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（１）農地の集積

現 状
管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

3,140ha 534ha 17%

課 題 農地の利用集積を進めるため、担い手の掘り起こしや育成が必要である。

農地の集積の目標年度 R12 年度 集積率 50%

今年度の新規集積面積 106ha 農地面積 3,140ha

今年度末の集積面積（累計） 640ha （目標）今年度末の集積率 20.4%

１人当たりの

活動日数
15 日／月

最適化活動を行う農業委員の人数 20 人

農地利用最適化推進委員の人数 28 人

活動強化月間の設定回数 3 回

取組時期 取組項目 強化月間の内容

５月

①農地の集積

②遊休農地の解消

③新規参入の促進

各地区目標（成果目標・活動目標）の設定と農地集積・集約の取り

組み

11月

①農地の集積

②遊休農地の解消

③新規参入の促進

遊休農地所有者に対し、農地の維持管理の通知

２月

①農地の集積

②遊休農地の解消

③新規参入の促進

地域計画（目標地図の素案）の作成の推進

新規参入相談会への参加回数 3 回

開 催 時 期 ５月、９月、１月 相 談 会 名 ワンストップ就農相談窓口

参 加 者 数 １名以上 開 催 場 所 見沼グリーンセンター

相 談 会 の 内 容
市内で新たに農業経営を営むことを希望する者に対し、参入希望地区の担当委員が面談形式で新

規参入にあたっての疑問等に回答する。

（３）新規参入の促進

現 状

令和２年度新規参入者 令和３年度新規参入者 令和４年度新規参入者

12 経営体 19 経営体 20 経営体

2.2ha 6.8ha 6.3ha

課 題
新規参入を促進するためには、耕作農地のあっせん、作業場や施設の確保、農機具の調達など新規就農

者に対する支援が必要である。

権利移動面積
令和元年度 令和２年度 令和３年度 平均

45ha 41ha 103ha 63ha

新規参入者への貸付等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積 6.3ha

（２）遊休農地の解消

現 状

直近の利用状況調査により判明した遊休農地の状況

１号遊休農地面積
うち緑区分の遊休農地面積 うち黄区分の遊休農地面積

71ha 71ha 0ha

課 題 農地の利用状況や農家の意向を的確に把握し、遊休農地を発生させない取り組みを進める必要がある。

令和３年度の利用状況調査における緑区分の遊休農地面積 73ha

緑区分の遊休農地の解消目標面積 15ha

令和３年度の利用状況調査における黄区分の遊休農地 ０ha

黄区分の遊休農地の解消のための工程表の策定方針 ―

前年度に新規発生した緑区分の遊休農地の解消目標面積 16ha

農業委員会の適正な事務を実施するため、令和５年度最適化活動の目標を策定しました。

令和５年度最適化活動の目標の設定等
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農地調整課　  829-1903　  829-1966問合せ

農地の手続き、忘れていませんか？

業者等から農地以外の用途として使わせてほしいと頼まれ、了承した後に農地へ大量の

土砂を堆積されてしまうという事例が発生しています。

「農地を使わせてほしい」という業者にご注意ください！

不審に思った方は、地域の農業委員又は農地調整課までご相談ください。

○�契約書等に簡単に署名せず、はっきり断るこ
とが大事です。

○�耕作していない農地だから大丈夫、と簡単に
考えてしまうと、後々取り返しのつかないこ
とになってしまいます。

長年使われていない農地

草が生い茂り、手入れがされていない農地

すでに土砂が積まれ山になっている農地

狙われるのはこんな農地 被害にあわないために

業者はもちろん土地所有者も

責任を問われます

放置すると周辺の農地にも

被害を与える恐れがあります

農地法違反は３年以下の懲役

又は 300 万円以下の罰金の

適用を受ける場合があります

一度堆積されたら
復元は困難です

自衛が重要！

農地の売買・貸し借り・転用には、農地法等に基づく手続きが必要です。ご自身が所有す

る農地であっても、手続きをせずに資材置場や駐車場にすることはできません。次の場合は、

農業委員会にご相談ください。

農地の売買・

貸し借り

農地の相続

農地を相続したときは、農業委

員会へ届出が必要です。

※�令和６年４月１日から、相続
登記の申請は義務化されます。

農地の転用※

①�農地の所有者が自ら所有農地

を転用する場合

②�農地の所有者から農地を購入、

又は借りて転用する場合

※農地を資材置場、駐車場などにして使用すること。
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